
自 動 販 売 機 設 置 場 所 貸 付 に 係 る 仕 様 書  
 
１  貸 付 場 所 及 び 貸 付 面 積  

物 件  
番 号  

財 産 名 称  所  在  地  貸 付 箇 所  位 置 図  貸 付 面 積  

１  
群 馬 県 立
大 間 々 高
等 学 校  
 
建 物 の 一
部  

群 馬 県 み ど り
市 大 間 々 町 桐
原 １ ９ ３ － １  

コ モ ン ル
ー ム  

位 置 図 A 
本 体 ・ 回 収 ボ ッ ク ス  

1.87 ㎡ (1.70ｍ ×1.10ｍ ) 

２  位 置 図 B 
本 体 ・ 回 収 ボ ッ ク ス  

2.31 ㎡ (2.10ｍ ×1.10ｍ ) 

３  体 育 館 前  位 置 図 C-1 

合 計 1.81 ㎡  
本 体 1.32 ㎡ (1.20ｍ ×1.10ｍ ) 
回 収 ボ ッ ク ス 0.49 ㎡ (0.70ｍ

×0.70ｍ ) 

※ １  貸 付 面 積 に は 放 熱 余 地 ・ 回 収 ボ ッ ク ス 設 置 部 分 を 含 む 。  
 
２  貸 付 期 間  

令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 １ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で （ 更 新 な し ）  
 
３  設 置 す る 自 動 販 売 機 の 規 格 及 び 条 件 並 び に 設 置 場 所 を 借 り 受 け る 者 （ 以 下 「 設 置 者 」

と い う 。 ） の 遵 守 事 項  
(1) 大 き さ 及 び デ ザ イ ン  

① 大 き さ  
コ モ ン ル ー ム (位 置 図 A) お お よ そ W1000mm×D950mm×H2000mm 程 度  
コ モ ン ル ー ム (位 置 図 B) お お よ そ W1450mm×D950mm×H2000mm 程 度  
体 育 館 前 (位 置 図 C-1) お お よ そ W1100mm×D950mm×H2000mm 程 度  

② デ ザ イ ン （ 外 観 色 を 含 む 。 ）  
周 辺 環 境 に 配 慮 し た ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン と す る 。  
 

(2) 環 境 対 策  
① 省 エ ネ  

「 照 明 の 自 動 点 滅 ・ 減 光 」 、 い わ ゆ る 「 学 習 省 エ ネ 」 及 び 「 ピ ー ク カ ッ ト 」 並 び
に 「 真 空 断 熱 材 や ヒ ー ト ポ ン プ 採 用 」 な ど 、 消 費 電 力 量 の 低 減 に 資 す る 技 術 等 を 導
入 し た 機 種 と す る 。  

② 低 Ｇ Ｗ Ｐ 冷 媒 機  
地 球 温 暖 化 係 数 （ Ｇ Ｗ Ｐ ） が 相 当 程 度 小 さ い 、 二 酸 化 炭 素 、 炭 化 水 素 又 は ハ イ ド

ロ フ ル オ ロ オ レ フ ィ ン（ HFO1234yf）等 を 冷 媒 と し て 採 用 し た 機 種 と す る 。た だ し 、
紙 パ ッ ク 自 動 販 売 機 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

 
(3) 安 全 対 策  

① 転 倒 防 止  



「 自 動 販 売 機 の 据 付 基 準 」 (JIS 規 格 )及 び 「 自 動 販 売 機 据 付 基 準 」 (清 涼 飲 料 自 販
機 協 議 会 作 成 )を 遵 守 し た 措 置 を 講 じ る も の と す る 。  

② 食 品 衛 生  
「 食 品 、 添 加 物 等 の 規 格 基 準 」 （ 食 品 衛 生 法 ） 及 び 「 自 動 販 売 機 の 食 品 衛 生 に 関

す る 自 主 的 取 扱 要 領 」 （ 業 界 自 主 基 準 ） 等 を 遵 守 し 、 販 売 商 品 の 衛 生 管 理 に 万 全 を
尽 く す も の と す る 。 ま た 、 商 品 販 売 に 必 要 な 営 業 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

③ 防 犯  
硬 貨 選 別 装 置 及 び 紙 幣 識 別 装 置 の プ ロ グ ラ ム 改 変 に よ り 、 偽 造 通 貨 又 は 偽 造 紙 幣

の 使 用 に よ る 犯 罪 の 防 止 に 万 全 を 尽 く す も の と す る 。ま た 、屋 内 設 置 で あ っ て も「 自
販 機 堅 牢 化 技 術 基 準 」 （ 日 本 自 動 販 売 機 シ ス テ ム 機 械 工 業 会 作 成 ） を 遵 守 し 、 犯 罪
防 止 に 努 め る も の と す る 。  

 
(4) 使 用 済 み 容 器 の 回 収  

① 回 収 ボ ッ ク ス の 設 置  
原 則 と し て 自 動 販 売 機 １ 台 に １ 個 の 割 合 で 自 動 販 売 機 脇 に 設 置 す る 。 そ の 際 、 販

売 す る 飲 料 の 容 器 （ ペ ッ ト ボ ト ル ・ 缶 ・ 紙 パ ッ ク 等 ） の 種 類 に 応 じ た 使 用 済 み 容 器
の 回 収 ボ ッ ク ス を 設 置 し 、 自 社 他 社 製 品 持 込 み 等 問 わ ず 回 収 す る こ と 。 な お 、 回 収
ボ ッ ク ス の 設 置 方 法 及 び 使 用 済 み 容 器 の 回 収 方 法 の 詳 細 に つ い て は 、 協 議 の う え 決
定 す る 。  

② 回 収 ボ ッ ク ス の 規 格   
ア  素 材  

プ ラ ス チ ッ ク 製 又 は 金 属 製 と す る 。  
イ  容 積  

回 収 頻 度 と 回 収 量 を 考 慮 し 、 回 収 ボ ッ ク ス か ら 空 き 缶 等 の 使 用 済 み 容 器 が 溢 れ
た り 、 周 囲 に 散 乱 し た り し な い 十 分 な 収 用 容 積 と す る 。  

ウ  そ の 他  
収 用 済 み 容 器 以 外 の 投 入 を 禁 止 す る 旨 の 表 示 を す る ほ か 、 使 用 済 み 容 器 投 入 口

は 紙 等 の 一 般 ゴ ミ が 入 り に く い 形 状 を 有 す る も の 又 は そ の た め の 仕 掛 け の あ る
も の と し 、 使 用 済 み 容 器 と 一 般 ゴ ミ の 混 入 防 止 を 図 る 。  

③ 使 用 済 み 容 器 の 処 理  
容 器 包 装 リ サ イ ク ル 法（ 平 成 ７ 年 法 律 第 112 号 ）な ど 、関 係 法 令 に 基 づ い て 適 切

に 処 理 す る 。 ま た 、 教 室 等 か ら 出 る ペ ッ ト ボ ト ル 等 の 容 器 も 区 別 す る こ と な く 、 す
べ て 回 収 す る こ と 。 回 収 ボ ッ ク ス の ゴ ミ 袋 は 設 置 者 の 負 担 と す る 。  

 
(5) 自 動 販 売 機 の 設 置 及 び 管 理 運 営  

① 設 置 者 に お い て 、 商 品 の 補 充 及 び 変 更 、 消 費 期 限 の 確 認 、 売 上 金 の 回 収 及 び 釣 り 銭
の 補 充 並 び に 自 動 販 売 機 内 部 ・ 外 部 及 び 設 置 場 所 周 辺 の 清 掃 な ど を 行 う 。  

② 設 置 者 に お い て 、 消 費 期 限 の 確 認 な ど 、 安 定 し た 高 品 質 の 商 品 を 提 供 す る た め の 品
質 保 証 活 動 を 行 う 。  

③ 設 置 者 に お い て 、 専 門 技 術 サ ー ビ ス 員 に よ る 保 守 業 務 を 随 時 行 っ て 維 持 に 努 め る ほ
か 、 故 障 時 に は 即 時 対 応 す る 。  



４  販 売 商 品 の 種 類 等  
(1) 種 類  
   酒 類 は 販 売 し な い 。  
   設 置 者 が 提 示 し た 商 品 の 中 か ら 大 間 々 高 等 学 校 長 が 許 可 し た ペ ッ ト ボ ト ル ・ 缶 ・ 紙

パ ッ ク 等 の 清 涼 飲 料 水 と し 、 茶 類 及 び ス ポ ー ツ 飲 料 を 必 ず 入 れ る こ と 。  
   複 数 の 種 類 の 飲 料 が 入 る よ う に 配 慮 す る こ と 。  
   な お 、 こ れ ら に よ ら な い 商 品 が あ る 場 合 等 は 両 者 協 議 の う え 決 定 す る 。  
(2) 価 格  
   自 動 販 売 機 標 準 販 売 価 格（ 定 価 、以 下「 標 準 価 格 」と 表 記 す る ）の 80％ 以 下 と す る 。 
   ま た 、自 動 販 売 機 導 入 時 及 び 販 売 品 目 の 変 更 時 に は 、商 品 名・内 容 量・種 別 (ペ ッ ト

ボ ト ル・紙 パ ッ ク 等 )・標 準 価 格・大 間 々 高 等 学 校 で の 販 売 価 格 を 明 記 し た も の を 書 面
で 通 知 し 、 大 間 々 高 等 学 校 長 の 確 認 を 得 る こ と 。  

 
５  貸 付 料  
  落 札 価 格 と す る 。  
 
６  電 気 料 等  

設 置 者 が 自 ら 設 置 し た メ ー タ ー（ 計 量 法（ 平 成 ４ 年 法 律 第 51 号 ）に 基 づ く 検 査 に 合 格
し た も の に 限 る 。 ） に よ り 計 測 し た 使 用 量 に 基 づ き 、 群 馬 県 が 定 め た 行 政 財 産 使 用 許 可
事 務 取 扱 要 領 の 規 定 を 準 用 し て 計 算 し た 額 と す る 。  

 
７  売 上 手 数 料  

徴 収 し な い 。  
 

８  売 上 実 績 の 報 告  
  必 要 に 応 じ て 、 売 上 数 量 等 の 報 告 を 行 う も の と す る 。  
 
９  費 用 負 担  

(1) 自 動 販 売 機 の 設 置 、 維 持 管 理 及 び 撤 去 に 係 る 費 用 は 、 設 置 者 が 負 担 す る 。  
(2) 電 気 使 用 量 等 を 計 測 す る た め の メ ー タ ー を 設 置 す る 費 用 は 、 設 置 者 が 負 担 す る 。

な お 、 設 置 に あ た っ て は 群 馬 県 の 指 示 に 従 う も の と す る 。  
 
10 貸 付 場 所 の 返 還  

契 約 の 解 除 等 に よ り 自 動 販 売 機 を 撤 去 す る 場 合 は 、 原 状 に 回 復 し て 群 馬 県 の 確 認 を 受
け な け れ ば な ら な い 。  

 
11 自 動 販 売 機 設 置 に 伴 う 事 故  

群 馬 県 の 責 に 帰 す る 事 由 に よ る 場 合 を 除 き 、 設 置 事 業 者 が そ の 責 を 負 う 。  
 
12 商 品 等 の 盗 難 及 び 破 損  

(1) 群 馬 県 の 責 に 帰 す る こ と が 明 ら か な 場 合 を 除 き 、 群 馬 県 は そ の 責 を 負 わ な い 。  



(2) 設 置 事 業 者 は 、 商 品 及 び 自 動 販 売 機 が 汚 損 又 は 毀 損 し た と き は 、 自 ら の 負 担 に よ り
速 や か に 復 旧 し な け れ ば な ら な い 。  


